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 宮城県では，子育て女性の就職支援が手薄な県内各地方において民間支援拠点を育成する

ため，民間事業者が新たに実施する子育て女性のための就職支援事業に対して，事業立ち上

げ当初の３年間を重点的に支援します。 

 

１ 補助金・補助事業の概要 

◇ 対 象 圏 域  仙台都市圏を除く県内６圏域 

         （仙南，大崎，栗原，登米，石巻，気仙沼・本吉） 

◇ 採択予定数  圏域ごとに 1拠点（1団体），計６拠点（６団体）を支援 

◇ 事 業 要 件  圏域内に設置又は設置される民間支援拠点において実施する子育て

女性のための就職支援事業であること。 

◇ 補助対象者  ＮＰＯ法人，公益法人，株式会社等の団体 

◇ 補 助 期 間  ３年以内（平成２９年度～平成３１年度） 

◇ 補 助 率  1年目・２年目 １０／１０     ３年目 １／２ 

◇ 補助限度額  1年目・２年目 ３００万円／年度  ３年目 １５０万円／年度 

 

 

 

 

 

 

 

２ 補助対象経費 

 就労支援員（相談員）確保・研修費，セミナー開催費，託児経費，キッズコーナー等設置

費，ネットワーク構築経費等補助事業に直接要する経費 

 

３ 申請方法 

 補助金の交付を希望する方は，事前に「事業計画」の認定を受けてください。 

◇ 事業計画認定の申請期限  平成２９年８月１０日（木）まで 

 ◇ 事業計画の審査・選定 

申請された事業計画は，審査基準に基づき圏域ごとに１拠点（１団体）を選定し，

認定します。認定された事業者は補助金の交付を申請することができます。 

 

 

 事業計画と補助金の申請に関する詳細は，Webサイトをご覧ください。 

 

 

 

 

 

事業者募集 

宮城県子育て女性就職支援拠点育成補助金

【お問い合わせ】宮城県 経済商工観光部 雇用対策課 

みやぎ若年者就職支援センター（みやぎジョブカフェ）担当 櫻井 

TEL：022-264-4510  FAX：022-264-4522 

Webサイト http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/kosojo 

◇ 例えばこんな事業者の方は応募を検討してみませんか？ 

・ 一時保育等託児サービスを行っている。 

・ 女性の悩み相談等，生活支援を行っている。 

・ 子どもや若者の自立・就労支援を行っている。 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/kosojo.html

